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【電子申請】 添付書類の準備について［健康保険証資格情報が分かる書類］ 

〇 お子様の扶養確認書類をお手持ちのスマートフォン、デジタルカメラ等で撮影してください。 

スクリーンショット画像やスキャン画像でも、対応ファイル形式であればご提出いただけます。 

〇 対応ファイル形式は gif, jpeg, jpg, png です。ファイルサイズの上限は 20MBです。 

☑ 全体がはっきり映っている ☑ 暗い場所で撮影しない 

☑ 光が直接当たる場所で撮影しない ☑ フレーム内に画像をおさめる 

健康保険 

資格確認書 

健康保険 

資格確認書 



第１号の２ 

 

 

 

 

 

 

 

健康保険証資格情報のわかる書類（下記いずれか） 

マイナ保険証を利用される方 

○ マイナポータル 

「健康保険証情報」 

 

 

 

 
 

 

[手順] 

➀「資格情報をpdfで保存」から右図を表示して

いただき、pdf 形式で保存。または、スクリー

ンショットにより画像として保存。 

  

※マイナポータルから PDF 形式で出力できる

「医療保険の資格情報」について、添付書類として

必要な情報が追加され、記載内容が要件を満たす

ようになりました。そのため、添付書類として提出

いただくことが可能となりました。 

 

■[書面での申請]の場合 

② ①で取得したデータを印刷 

③ 申請用紙に裏面に貼付、または同封して申請 

■[電子申請※]の場合 

② 申請フォームで①で取得したデータをアップ

ロードし、申請 

 

マイナ保険証を利用されない方 

○  ［健康保険］資格確認書 
◼ マイナンバーカードを取得していない方や 

マイナポータルの健康保険証利用登録を 

行っていない方に発行されます。 

 

 

〇健康保険の扶養確認書類として認められない書類  

健康保険被保険者証 令和７年１２月２日以降より有効期限切れのため。 

健康保険資格情報通知書 

（資格情報のお知らせ） 

扶養者氏名、扶養開始適用年月日等の記載がないため。 

マイナンバーカード 扶養者氏名、扶養開始適用年月日等の記載がないため。 
 

健康保険証資格情報が分かる書類（添付書類）について 

申請に健康保険証資格情報が分かる書類（添付書類）の添付が必要となるお子様につきましては、 

下記いずれかの方法により、有効な書類の写しを申請書裏面へ貼り付け（または同封）のうえ、 

ご提出をお願いします。 

※令和７年１２月２日以降は［健康保険］被保険者証が有効期限切れのため添付不可となります。 

 

 

健康保険 

資格確認書 

マイナポータルのご利用には、 

マイナポータルアプリがインストールされた 

マイナンバーカード対応 NFC スマートフォン

またはマイナンバーカード対応 ICカードリー

ダライターを接続したパソコンなどの機器が

必要です。 

 

マイナポータルアプリのインストールおよび 

マイナポータルの操作方法は 

ホームページ掲載の「マイナポータル操作手順」を

ご確認ください。（右のＱＲコードからアクセス可） 


